
（単位： 千円）

科目 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 16,564,904 固定負債 3,566,725 

有形固定資産 14,558,651 地方債等 2,994,206 
事業用資産 6,661,890 長期未払金  - 

土地 366,113 退職手当引当金 566,233 
立木竹 785,959 損失補償等引当金  - 
建物 15,057,032 固定負債その他 6,286 
建物減価償却累計額 △ 9,591,273 流動負債 378,912 
工作物 32,571 １年内償還予定地方債等 309,880 
工作物減価償却累計額 △ 2,097 未払金  - 
船舶  - 未払費用  - 
船舶減価償却累計額  - 前受金  - 
浮標等  - 前受収益  - 
浮標等減価償却累計額  - 賞与等引当金 53,451 
航空機  - 預り金 12,382 
航空機減価償却累計額  - 流動負債その他 3,199 
その他  - 負債合計 3,945,637 
その他減価償却累計額  - 【純資産の部】
建設仮勘定 13,585 固定資産等形成分 17,381,169 

インフラ資産 7,720,202 余剰分(不足分) △ 3,792,182 
土地 85,281 
建物 18,036 
建物減価償却累計額 △ 6,716 
工作物 28,995,657 
工作物減価償却累計額 △ 21,387,677 
その他  - 
その他減価償却累計額  - 
建設仮勘定 15,620 

物品 729,427 
物品減価償却累計額 △ 552,868 

無形固定資産  - 
ソフトウェア  - 
無形固定資産その他  - 

投資その他の資産 2,006,253 
投資及び出資金 63,122 

有価証券 1,282 
出資金 61,840 
投資及び出資金その他  - 

投資損失引当金  - 
長期延滞債権 1,144 
長期貸付金 99,398 
基金 1,611,383 

基金減債基金 580,661 
基金その他 1,030,722 

その他 231,282 
徴収不能引当金 △ 76 

流動資産 969,720 
現金預金 152,169 
未収金 1,286 
短期貸付金  - 
基金 816,265 

財政調整基金 816,265 
減債基金  - 

棚卸資産  - 
その他  - 
徴収不能引当金  - 純資産合計 13,588,987 

資産合計 17,534,624 負債及び純資産合計 17,534,624 

【様式第１号】

貸借対照表
(令和6年3月31日現在)

一般会計等



【様式第２号】

自　令和 5年4月1日
至　令和 6年3月31日

一般会計等 （単位： 千円）

科目 金額
経常費用 4,139,211 

業務費用 2,819,424 
人件費 972,343 

職員給与費 716,189 
賞与等引当金繰入額 53,451 
退職手当引当金繰入額 40,683 
その他 162,020 

物件費等 1,831,232 
物件費 854,061 
維持補修費 44,491 
減価償却費 932,679 
その他  - 

その他の業務費用 15,849 
支払利息 10,838 
徴収不能引当金繰入額 82 
その他 4,929 

移転費用 1,319,787 
補助金等 935,980 
社会保障給付 217,585 
他会計への繰出金 164,516 
その他 1,706 

経常収益 185,568 
使用料及び手数料 99,394 
その他 86,174 

純経常行政ｺｽﾄ 3,953,644 
臨時損失 2,728 

災害復旧事業費 2,728 
資産除売却損  - 
投資損失引当金繰入額  - 
損失補償等引当金繰入額  - 
その他  - 

臨時利益 214 
資産売却益 214 
その他  - 

純行政ｺｽﾄ 3,956,158 

行政コスト計算書



自　 令和 5年4月1日
至　 令和 6年3月31日

（単位： 千円）

固定資産
等形成分

余剰分
（不足分）

前年度末純資産残高 13,700,700 17,577,911 △ 3,877,211 
純行政コスト（△） △ 3,956,158 △ 3,956,158 
財源 3,511,685 3,511,685 

税収等 2,797,860 2,797,860 
国県等補助金 713,825 713,825 

本年度差額 △ 444,473 △ 444,473 
固定資産等の変動（内部変動） △ 510,249 510,249 

有形固定資産等の増加 394,890 △ 394,890 
有形固定資産等の減少 △ 932,956 932,956 
貸付金・基金等の増加 291,086 △ 291,086 
貸付金・基金等の減少 △ 263,270 263,270 

資産評価差額  -  - 
無償所管換等 82 82 
その他 332,678 313,424 19,253 
本年度純資産変動額 △ 111,713 △ 196,743 85,030 

本年度末純資産残高 13,588,987 17,381,169 △ 3,792,182 

【様式第３号】

科目 合計

純資産変動計算書

一般会計等



【様式第４号】

自　令和 5年4月1日
至　令和 6年3月31日

一般会計等 （単位： 千円）

【業務活動収支】
業務支出 3,163,176 

業務費用支出 1,843,389 
人件費支出 929,069 
物件費等支出 898,553 
支払利息支出 10,838 
その他の支出 4,929 

移転費用支出 1,319,787 
補助金等支出 935,980 
社会保障給付支出 217,585 
他会計への繰出支出 164,516 
その他の支出 1,706 

業務収入 3,564,745 
税収等収入 2,798,286 
業務収入国県等補助金収入 580,906 
使用料及び手数料収入 99,505 
その他の収入 86,048 

臨時支出 2,728 
災害復旧事業費支出 2,728 
その他の支出  - 

臨時収入  - 
業務活動収支 398,841 

【投資活動収支】
投資活動支出 684,706 

公共施設等整備費支出 394,890 
基金積立金支出 244,815 
投資及び出資金支出  - 
貸付金支出 45,000 
その他の支出  - 

投資活動収入 394,951 
投資活動収入国県等補助金収入 132,919 
基金取崩収入 216,755 
貸付金元金回収収入 45,000 
資産売却収入 277 
その他の収入  - 

投資活動収支 △ 289,755 
【財務活動収支】

財務活動支出 342,287 
地方債等償還支出 333,721 
その他の支出 8,566 

財務活動収入 230,212 
地方債等発行収入 230,212 
その他の収入  - 

財務活動収支 △ 112,075 
本年度資金収支額 △ 2,989 
前年度末資金残高 142,776 
本年度末資金残高 139,787 

前年度末歳計外現金残高 13,031 
本年度歳計外現金増減額 △ 648 
本年度末歳計外現金残高 12,382 
本年度末現金預金残高 152,169 

資金収支計算書

科目 金額



注記 【一般会計等】

１． 重要な会計方針

（１）有形固定資産等の評価基準及び評価方法

（２）有価証券等の評価基準及び評価方法

（３）有形固定資産等の減価償却の方法

・有形固定資産（事業用資産、インフラ資産）
定額法を採用しています。

・無形固定資産
定額法を採用しています。

（４）引当金の計上基準及び算定方法

・徴収不能引当金
過去3年間の平均不納欠損率により計上しています。

・賞与引当金

・退職給付引当金

・損失補償引当金

（５）リース取引の処理方法

（６）資金収支計算書における資金の範囲

（７）その他財務書類作成のための基本となる重要な事項

・消費税の会計処理
税込方式によっています。

開始時における有形固定資産等の評価は原則として取得原価とし、取得原価が不明なもの
は原則として再調達原価としています。
また開始後については、原則として取得原価とし、再調達原価での評価は行わないことと
しています。

翌年度６月支給予定の期末・勤勉手当のうち、全支給対象期間に対する本年度の支給
対象期間の割合を乗じた額を計上しています。

地方公共団体財政健全化法における退職手当支給額に係る負担見込額算定方法に従っ
ています。

地方公共団体財政健全化法における損失補償債務等に係る一般会計等負担見込額算定
方式に従っています。

ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を
行っています。
（少額リース資産及び短期のリース取引は簡易的な取り扱いをし、通常の賃貸借に係る方
法に準じて会計処理を行っています。）

現金（手許現金及び要求払預金）及び現金同等額（３ヶ月以内の短期投資など）を資金の
範囲としています。
このうち現金同等額は、短期投資の他、出納整理期間中の取引により発生する資金の受け
払いも含んでいます。

出資金のうち、市場価格があるものは会計年度末における市場価格を以て貸借対照表価額
としています。
出資金のうち、市場価格がないものは出資金額を以て貸借対照表価額としています。
ただし、市場価格のないものについて、出資先の財政状態の悪化により出資金の価値が著
しく低下した場合には、相当の減額を行うこととしています。
なお、出資金額の価値の低下割合が３０％以上である場合には、「著しく低下した場合」
に該当するものとしています。
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２． 重要な会計方針の変更等

（１）評価基準の変更

（２）表示方法の変更

３． 重要な後発事象

（１）主要な業務の改廃
該当する事象はありません。

（２）組織・機構の大幅な変更
該当する事象はありません。

（３）地方財政制度の大幅な改正
該当する事象はありません。

（４）重大な災害等の発生
該当する事象はありません。

（５）その他重要な後発事象
該当する事象はありません。

４． 偶発債務

該当する事象はありません。

総務省「今後の地方公会計の推進に関する研究会」報告の「統一的な基準」で他団体との
比較可能性をはかるため、開始時において、道路、河川及び水路の敷地については、再調
達価格としてきましたが、当時において取得原価が判明するものは取得原価、取得原価が
不明なものは備忘価格１円にしています。
平成２０年度より平成２５年度までに取得した資産についても同様の処理を行っていま
す。

総務省「今後の地方公会計の推進に関する研究会」報告の「統一的な基準」の表示方法に
合わせるため、従前の財務書類より大幅な表示の変更を行っています。
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５． 追加情報

（１）財務書類の内容を理解するために必要と認められる事項

① 一般会計等財務書類の対象範囲は次の通りです。
一般会計

② 一般会計等と普通会計の対象範囲等の差異
差異はありません。

③ 出納整理期間について

④

⑤ 地方公共団体財政健全化法における健全化判断比率の状況は、次の通りです。

実質赤字比率 ％
連結実質赤字比率 ％
実質公債費比率 ％
将来負担比率 ％

⑥ 利子補給等に係る債務負担行為の翌年度以降の支出予定額
千円

⑦ 繰越事業に係る将来の支出予定額
継続費逓次繰越額 （一般会計）　 千円
繰越明許費 （一般会計） 千円
事故繰越額 （一般会計） 千円

⑧ 過年度修正などに関する事項
該当する事象はありません。

（2）貸借対照表に係る事項

① 基準モデルから統一的な基準モデルへ移行したことによる影響など
従前の財務書類を公開しておらず影響はありません。

② 売却可能資産に係る資産科目別の金額及びその範囲
範囲
普通財産のうち活用が図られていない公共資産

③ 減価償却累計額
間接法による表示なのでこでの記載は不要とします。

- 
- 

6.8
- 

 - 

 - 
24,998

 - 

財務書類の作成基準日は、会計年度末（３月３１日）ですが、出納整理期間中の現金
の受け払い等を終了した後の計数を以て会計年度末の計数としています。
（地方自治体法第２３５条の５「普通地方公共団体の出納は、翌年度の５月３１日を
もって閉鎖する。」）

各項目の金額を表示単位未満で四捨五入しているため、合計等の金額が一致しない場
合があります。
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④ 減債基金に係る積立不足の有無及び不足額
該当する事象はありません。

⑤ 基金借入金（繰替運用）の内容
千円

⑥

健全化資料　4⑩表より 千円

⑦

ア． 標準財政規模 千円
イ．

千円
ウ． 将来負担額 千円
エ． 充当可能金額 千円
オ． 特定財源見込額 千円
カ． 地方債現在高などに係る基準財政需要額算入見込額 千円

⑧ 自治法第２３４条の３に基づく長期継続契約で貸借対照表に計上されたリース債務
千円

⑨

該当する事象はありません。

⑩ 道路、河川及び水路の敷地の評価額 千円

⑪ PFI事業に係る資産
該当する事象はありません。

（3）行政コスト計算書に係る事項
該当する事象はありません。

（4）純資産変動計算書に係る事項

① 純資産における固定資産等形成分及び余剰分（不足分）の内容

 - 

2,032,009

2,605,979

8,781
4,641,567
5,530,798

641,668
2,285,639

 - 

地方交付税措置のある地方債のうち、将来の普通交付税の算定基礎である基準財政需
要額に含まれることが見込まれる金額

将来負担に関する情報（地方公共団体財政健全化法における将来負担比率の算定要
素）

元利償還金・純元利償還金に係る基準財政需要額算
入額

管理者と所有者が異なる指定区間外の国道や指定区間の一級河川等及び表示登記が行
われていない法廷が公共物

固定資産等形成分は、資産形成のために充当した資源が蓄積されたもので、原則とし
て固定資産等の形態で保有されています。
余剰分（不足分）は、費消可能な資源が蓄積されたもので、原則として金銭の形態で
保有されています。
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（5）資金収支計算書に係る事項

① 基礎的財政収支

業務活動収支（支払利息支出を除く。） 千円
投資活動収支（基金積立支出／取崩収入を除く） 千円
基礎的財政収支 千円

② 既存の決算情報との関連性
（単位：千円）

歳入歳出決算書

資金収支計算書

③　 資金収支計算書の業務活動収支と純資産変動計算書の本年度差額との差額の内訳
主な内訳は、以下の通りです。
資金収支計算書

業務活動収支 千円
投資活動収入の国県等補助金収入 千円
未収金の増減額 千円
長期延滞債権の増減額 千円
その他の資産・負債の増減額 千円
減価償却費 千円
賞与引当金の増減額 千円
退職手当引当金の増減額 千円
徴収不能引当金の増減額 千円
資産除売却損益 千円

純資産変動計算書の本年度差額 千円

④ 一時借入金
資金収支計算書上、一時借入金の増減額は含まれていません。

⑤ 重要な非資金取引
該当する取引はありません。

409,679
△ 261,695

147,984

収入（歳入） 支出（歳出）
4,262,683 4,122,897

繰越金に伴う差額 72,776  - 
前年度決算剰余金の計上に伴う差額  - 70,000

4,189,908 4,192,897

398,841
132,919

△ 35
△ 457

-
△ 932,679

△ 2,591
△ 40,683

△ 1
214

△ 444,473

地方自治法第233条第1項に基づく歳入歳出決算書には前年度からの繰越金７２,
７７6千円が含まれていることにより、差額が生じています。また、地方自治法
第233条の２に基づき、前年度決算剰余金のうち７０,０００千円を基金に積み
立てしています。
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